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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　夜間ピークユーザキャンペーンを実行するためのコンピュータ実装方法であって、
　複数のユーザの消費データを集計するステップを含み、前記消費データは、前記複数の
ユーザの各々のエネルギー資源の消費量に対応し、
　前記消費データに基づいて、各前記ユーザのための少なくとも１つの負荷曲線を生成す
るステップと、
　前記少なくとも１つの負荷曲線に基づいて、第２期間よりも第１期間により多くの資源
を消費するピークユーザを特定するステップと、
　前記ピークユーザのための複数の使用レポートを生成するステップとを含み、前記使用
レポートは各々、前記ピークユーザの各々の前記消費データの視覚表示および前記第１期
間の消費に関連するエネルギー効率アドバイスを提供し、
　１人以上の前記ピークユーザの前記エネルギー資源の消費量を低減するように、１人以
上の前記ピークユーザに１つ以上の前記使用レポートを提供するステップとを含み、
　前記ピークユーザを特定するステップは、
　　クラスタリングアルゴリズムを用いて、前記複数のユーザの一定の期間中に追跡され
た消費データに基づいてピークユーザの複数のカテゴリのそれぞれのタイプを表す負荷曲
線の型を決定するステップと、
　　前記複数のカテゴリのそれぞれのタイプを表す負荷曲線の型のうち、生成された負荷
曲線に最も類似する負荷曲線の型に基づいて、対応する負荷曲線の型のカテゴリのピーク
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ユーザを特定するステップとを含む、コンピュータ実装方法。
【請求項２】
　前記ピークユーザは、１日内の他の時間帯よりも、夜間の時間帯により多くの資源を消
費するユーザである、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項３】
　前記負荷曲線のうち少なくとも１つの曲線は、一定期間の一部分が前記一定期間の残り
の部分に比べてより高い資源使用量を示すピーク部分を含む、請求項１または２に記載の
コンピュータ実装方法。
【請求項４】
　各前記ユーザのための少なくとも１つの負荷曲線を生成するステップは、
　　指定期間内の指定間隔のエネルギー消費量を示す１つ以上の値を決定するステップを
含み、前記１つ以上の値の各々は、前記指定期間内の前記指定間隔のエネルギー使用量の
平均値を表し、
　　前記指定期間の前記エネルギー使用量の総量を決定するステップと、
　　前記エネルギー使用量の総量に対する、前記指定期間内の各指定間隔に測定された各
値の百分比を決定するステップと、
　　前記指定期間内の前記各指定間隔の前記エネルギー使用量の総量に対する前記百分比
に少なくとも部分的に基づいて、各負荷曲線のグラフ図を生成するステップとを含む、請
求項１～３のいずれか１項に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項５】
　前記指定期間内の前記指定間隔のエネルギー消費量を示す前記値は、各間隔の使用量の
標準偏差または各間隔の基底負荷をさらに表す、請求項４に記載のコンピュータ実装方法
。
【請求項６】
　前記ピークユーザのために生成された前記複数の使用レポートの各々は、各ピークユー
ザに対応する各負荷曲線のグラフ図を含む、請求項１～５のいずれか１項に記載のコンピ
ュータ実装方法。
【請求項７】
　夜間ピークユーザキャンペーンを実行するためのコンピューティング装置であって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　命令を格納するメモリとを備え、前記命令は、前記少なくとも１つのプロセッサによっ
て実行されると、以下のステップを前記コンピューティング装置に実行させ、これらのス
テップは、
　　複数のユーザの消費データを集計するステップを含み、前記消費データは、前記複数
のユーザの各々のエネルギー資源の消費量に対応し、
　　前記消費データに基づいて、各前記ユーザのための少なくとも１つの負荷曲線を生成
するステップと、
　　前記少なくとも１つの負荷曲線に基づいて、第２期間よりも第１期間により多くの資
源を消費するピークユーザを特定するステップと、
　　前記ピークユーザのための複数の使用レポートを生成するステップとを含み、前記使
用レポートは各々、前記ピークユーザの各々の前記消費データの視覚表示および前記第１
期間の消費に関連するエネルギー効率アドバイスを提供し、
　　１人以上の前記ピークユーザの前記エネルギー資源の消費量を低減するように、１人
以上の前記ピークユーザに１つ以上の前記使用レポートを提供するステップとを含み、
　　前記ピークユーザを特定するステップは、
　　　クラスタリングアルゴリズムを用いて、前記複数のユーザの一定の期間中に追跡さ
れた消費データに基づいてピークユーザの複数のカテゴリのそれぞれのタイプを表す負荷
曲線の型を決定するステップと、
　　　前記複数のカテゴリのそれぞれのタイプを表す負荷曲線の型のうち、生成された負
荷曲線に最も類似する負荷曲線の型に基づいて、対応する負荷曲線の型のカテゴリのピー
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クユーザを特定するステップとを含む、コンピューティング装置。
【請求項８】
　前記命令はさらに、前記少なくとも１つのプロセッサに、
　前記ピークユーザのための複数の使用レポートを生成させ、前記使用レポートは、前記
ピークユーザの前記消費データの視覚表示および前記第１期間の消費に関連するエネルギ
ー効率アドバイスを提供し、
　前記ピークユーザの前記エネルギー資源の消費量を低減するように、前記ピークユーザ
に前記使用レポートを提供させる、請求項７に記載のコンピューティング装置。
【請求項９】
　前記ピークユーザは、１日のうち、他の時間帯よりも、夜間の時間帯により多くの資源
を消費するユーザである、請求項７または８に記載のコンピューティング装置。
【請求項１０】
　前記負荷曲線のうち少なくとも１つの曲線は、一定期間の一部分が前記一定期間の残り
の部分に比べてより高い資源使用量を示すピーク部分を含む、請求項７～９のいずれか１
項に記載のコンピューティング装置。
【請求項１１】
　各前記ユーザのための少なくとも１つの負荷曲線を生成するステップは、
　　指定期間内の指定間隔のエネルギー消費量を示す１つ以上の値を決定するステップを
含み、前記１つ以上の値の各々は、前記指定期間内の前記指定間隔のエネルギー使用量の
平均値を表し、
　　前記指定期間の前記エネルギー使用量の総量を決定するステップと、
　　前記エネルギー使用量の総量に対する、前記指定期間内の各指定間隔に測定された各
値の百分比を決定するステップと、
　　前記指定期間内の前記各指定間隔の前記エネルギー使用量の総量に対する前記百分比
に少なくとも部分的に基づいて、各負荷曲線のグラフ図を生成するステップとを含む、請
求項７～１０のいずれか１項に記載のコンピューティング装置。
【請求項１２】
　前記指定期間内の前記指定間隔のエネルギー消費量を示す前記値は、各間隔の使用量の
標準偏差または各間隔の基底負荷をさらに表す、請求項１１に記載のコンピューティング
装置。
【請求項１３】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の方法を実施するための命令を格納するコンピュー
タプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本願は、２０１４年８月７日に出願され、「夜間ピークユーザキャンペーン」（EVENIN
G PEAKING USERS CAMPAIGN）と題された米国仮出願第６２／０３４５３５号に基づく優先
権利益を主張するものであり、当該出願の全体が参照により本明細書に援用される。
【背景技術】
【０００２】
　背景
　国際範囲、国家範囲または地域範囲の電気ネットワークまたはグリッド（電気網）上で
安定した電気エネルギーを供給するために、いずれかの時点で、電気網に供給された電気
量と、電気網に接続した消費者またはユーザによって使用される電気との間に均衡を維持
しなければならない。電気網の供給と需要との間の不均衡は、しばしば「ブラウンアウト
」（Brown out）と呼ばれる供給電気の電圧降下を引き起こし、停電または「ブラックア
ウト」（Black out）につながる可能性もある。電気網の均衡は、全ての時間目盛で、す
なわち、秒単位、分単位または時間単位で維持されなければならない。例えば、需要が高
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いときに余分なエネルギーを電気網に追加することによって、またはピーク時に電気を使
わないように製造施設などの大規模な負荷を手配することによって、電気網の均衡を維持
することができる。
【０００３】
　電気網管理者は、エネルギー使用量の過去パターンに基づいて、ある程度でさまざまな
時間帯の将来需要を予測することができる。例えば、電気網管理者は、エネルギー使用量
のピークが明らかに暖房および／または空調機器の使用によるものである冬場および夏場
の間に、電気網上のエネルギー使用量の異なるパターンを予測することができる。より短
い期間の場合、消費者が仕事から戻り、調理、照明および娯楽のためにエネルギーを使い
始める夜間時間帯には、エネルギー使用量が一般的にピークになる。
【０００４】
　電気網管理者は、このようなエネルギー需要ピークをある程度で予測することができる
ため、追加の電気を生成して、電気網に供給することもできる。しかしながら、そのよう
な電気供給が高価であり、環境に過度の影響を与える可能性がある。ピーク時に必要とさ
れるエネルギーが短い期間だけであるため、発電ユニットを大部分の時間にアイドル状態
に維持しなければならず、またはフル稼働以下の状態で非効率的に動作しなければならな
い。
【０００５】
　電気網の需要側において、ユーザの分類および特定は、通常、ユーザに関連する人口統
計情報（例えば、年齢、世帯規模、所得レベル、賃貸家または所有家など）、ユーザの建
物に関する情報（例えば、建物のサイズ、使用燃料の種類、サーモスタットの設定温度な
ど）、またはユーザの位置を含むことができる。これらの情報を用いて、ユーザが電気を
消費する方法を推測し、推測結果に基づいて特製コンテンツを選択し、ユーザに特製コン
テンツを提供することができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　概要
　本発明の態様は、独立請求項に記載されており、好ましい特徴は、従属請求項に記載さ
れている。好ましい特徴は、他の好ましい特徴と組み合わせて実施することができ、一態
様の好ましい特徴は、他の態様に適用することができる。
【０００７】
　本発明の技術は、エネルギー供給ネットワーク内のエネルギー使用量を管理するための
コンピュータ実装方法を含む。この方法は、複数のユーザの消費データを集計するステッ
プを含み、当該消費データは、複数のユーザの各々のエネルギー資源の消費量に対応し、
当該消費データに基づいて、複数のユーザのための少なくとも１つの負荷曲線を生成する
ステップと、少なくとも１つの負荷曲線に基づいて、第２期間よりも第１期間により多く
の資源を消費するピークユーザである、複数のユーザのサブセットを特定するステップと
、ピークユーザのための複数の使用レポートを生成するステップとを含み、使用レポート
は各々、ピークユーザの各々の消費データの表示および第１期間の消費に関連するエネル
ギー管理情報を提供し、１人以上のピークユーザのエネルギー資源の消費量を低減するよ
うに、１人以上のピークユーザに１つ以上の使用レポートを提供するステップを含む。
【０００８】
　したがって、記載された方法によって、管理者は、特定の期間に大量のエネルギーを消
費する電気網加入者を特定することができる。この方法によって、管理者は、電気網の全
体に亘って電気需要のピーク時に電気ピーク需要に不均衡を寄与するユーザを特定するこ
とができる。その後、これらのユーザを対象に、エネルギー使用量に関する情報およびエ
ネルギー消費量を削減する推奨措置を含む使用レポートを送付することができる。このよ
うに特定された多くのユーザに適切な措置を送付することによって、電気網全体のピーク
電気需要に重要且つ有益な影響を及ぼすため、一定期間中のピークエネルギー需要を削減
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し、電気供給を平滑に行うことができる。これによって、ピークエネルギー需要を供給す
るために必要される発電装置の数を減らすことができ、発電装置からの環境影響を低減す
ることができる。
【０００９】
　以下でより詳細に説明するように、記載された方法を用いてユーザを特定すると、エネ
ルギー管理情報または適切な措置は、助言的な措置、例えばエネルギー消費効率アドバイ
スまたは一日の特定の時間帯に電気使用量を低減する提案など、財政的な措置、例えば一
日の異なる時間帯に供給されるエネルギーの異なる価格設定をユーザに提供することなど
、または直接的な干渉、例えば特定の期間に所定量以上の電気の使用を防止すること、ま
たは特定の期間にエネルギー使用量を低減するように、電気網に接続されたＨＶＡＣ（暖
房、換気および空調：Heating, Ventilation and Air Conditioning）システムなどのユ
ーザ装置の設定を変更することを含むことができる。具体的に、消費データの表示は、特
定の期間に亘ってユーザにより消費されたエネルギーの視覚表示、例えば負荷曲線または
使用曲線を含むことができる。
【００１０】
　上述したように、ピークエネルギー需要期間に多くのエネルギーを使用する特定の対象
ユーザのエネルギー使用量を低減するためのユーザの特定および措置の採用は、電気網全
体の電気需要に重要且つ相当な影響を及ぼすため、電気網の均衡およびピークエネルギー
ユーザに電気を供給するために必要される発電装置の数の削減に重要且つ有益な役割を果
たすことができる。
【００１１】
　上記において大量のエネルギーを消費するユーザの特定およびターゲティングに関して
本システムを説明したが、本明細書に記載の方法は、同様に、他のエネルギー使用量プロ
ファイルを有するユーザの特定に適用することができる。例えば、特定の期間に均一なエ
ネルギー需要プロファイルを有するユーザまたは電気網全体の需要が低い時に高エネルギ
ー需要プロファイルを有するユーザを特定し、例えば、このようなユーザに奨励金を与え
ることまたはこのようなユーザを「グリーン」ユーザとして認定することによって、これ
らのユーザにそのエネルギー使用パターンを維持させることができる。
【００１２】
　本発明の技術は、エネルギー供給ネットワーク内のエネルギー使用量を管理するための
コンピューティング装置を提供する。コンピューティング装置は、少なくとも１つのプロ
セッサと、命令を格納するメモリとを備え、命令は、少なくとも１つのプロセッサによっ
て実行されると、以下のステップをコンピューティング装置に実行させ、これらのステッ
プは、複数のユーザの消費データを集計するステップを含み、当該消費データは、複数の
ユーザの各々のエネルギー資源の消費量に対応し、消費データに基づいて、複数のユーザ
のための少なくとも１つの負荷曲線を生成するステップと、少なくとも部分的に負荷曲線
に基づいて、ピークユーザとして示される新規ユーザを特定ステップとを含み、新規ユー
ザは、複数のユーザと異なるユーザであり、新規ユーザは、第２期間よりも第１期間によ
り多くの資源を消費する。
【００１３】
　本発明の技術はさらに、エネルギー供給ネットワーク内のエネルギー使用量を管理する
ための方法をコンピューティング装置上で実施するための命令を格納する非一時的なコン
ピュータ読取可能な記憶媒体を提供する。これらの命令は、プロセッサによって実行され
ると、以下のステップをプロセッサに実行させ、これらのステップは、複数のユーザの消
費データを集計するステップを含み、当該消費データは、複数のユーザの各々のエネルギ
ー資源の消費量に対応し、当該消費データに基づいて、複数のユーザの使用パターンを特
定するステップと、当該使用パターンに基づいて、第２期間よりも第１期間により多くの
資源を消費するピークユーザである、複数のユーザのサブセットを特定するステップと、
ピークユーザのための複数の使用レポートを生成するステップとを含み、各使用レポート
は、ピークユーザの各々の消費データの表示と、第１期間の消費に関連するエネルギー消
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費効率アドバイスとを提供し、１人以上のピークユーザのエネルギー資源の消費量を低減
するように、１人以上のピークユーザに１つ以上の使用レポートを提供するステップを含
む。
【００１４】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の技術を説明する。図面は、本発明の技術を実施
することができる特定の実施形態を例示として示している。理解すべきことは、本発明の
技術の範囲から逸脱することなく、他の実施形態を利用することができ、変更を行うこと
ができることである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の技術の特定の態様に従い、エネルギー使用量報知システムの一例を示す
図である。
【図２】本発明の技術の特定の態様に従い、一定の期間に亘ってユーザによるエネルギー
使用量を追跡するための例示的な負荷曲線を示す図である。
【図３】本発明の技術の特定の態様に従い、一定の期間に亘ってユーザによるエネルギー
使用量の分類を表すための負荷曲線の型の異なる例を示す図である。
【図４Ａ】本発明の技術の特定の態様に従い、電気消費者に提供されるエネルギー使用量
警告通知の一例を示す図である。
【図４Ｂ】本発明の技術の特定の態様に従い、電気消費者に提供されるエネルギー使用量
警告通知の一例を示す図である。
【図５】図１に記載のエネルギー使用量報知システムにより行われる例示的なプロセスを
示すフローチャートである。
【図６】さまざまな実施形態に従った態様を実施するための環境の一例を示す図である。
【図７】本発明の技術の特定の態様に従い、エネルギー使用量報知システムの一例を示す
図である。
【図８】本発明の技術の特定の態様に従い、コンピューティング装置の構成要素の例示的
な構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　詳細な説明
　以下に記載される詳細な説明は、本発明の技術のさまざまな構成を説明するために意図
しており、本発明の技術を実施できる唯一の構成を表すことを意図していない。添付の図
面は、本明細書に組み込まれ、詳細な説明の一部を構成する。本発明の技術に対するより
完全な理解を提供するために、詳細な説明が具体的な詳細を含むが、本発明の技術は、本
明細書に記載された具体的な詳細に限定されず、これらの詳細がなくても実施され得るこ
とが明白であろう。いくつかの例において、本発明の技術を不明瞭にすることを避けるた
めに、構造および構成要素をブロック図で示している。
【００１７】
　異なる消費者は、１日内の異なる時間帯に、電気などの資源を消費する傾向がある。例
えば、一部の消費者は、主に夜間に資源を消費するが、他の消費者は、主に午前または正
午に資源を消費する。より適切には、資源消費量の削減に関する推奨事項は、主に消費者
が資源を消費する時期に合わせる必要がある。
【００１８】
　本発明の技術の一態様は、ユーザの高度計量インフラストラクチャ（ＡＭＩ）負荷曲線
を分析し、負荷曲線によって定義された夜間ピークユーザを特定し、高使用量期間に関連
するエネルギー消費効率（ＥＥ）アドバイスを提供するためのシステムおよび方法に関す
る。特定された夜間ピークユーザに、夜間負荷の使用に関する規範比較およびエネルギー
使用量を削減するためのヒントを含む電子メールを送信することができる。「負荷曲線」
という用語は、本明細書に使用される場合、特定の期間に亘ってユーザまたは電気消費者
によるエネルギー消費量の変動を示す図形表示（および図形で表示された基礎データ）を
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指す。本発明の技術の他の態様は、追加のターゲット／通信に関連する。例えば、負荷曲
線に基づいて電気自動車のユーザを特定し、特定されたユーザに充電時間（最低料金時間
、例えば、真夜中～６ＡＭ）に関するアドバイスを提供することも、本明細書に記載の本
発明の技術の実施形態により検討される。
【００１９】
　一実施形態において、本発明の技術に係るシステムは、複数のユーザの消費データを集
計するように構成することができる。当該消費データは、複数のユーザの各々のエネルギ
ー資源の消費量に対応することができる。ＡＭＩ負荷曲線は、消費データに基づいて生成
され、生成された負荷曲線に基づいて、複数のユーザから、夜間時間に資源を消費する夜
間ピークユーザのサブセットを特定することができる。システムは、夜間ピークユーザの
ために複数の使用レポートを生成することができる。これらの使用レポートは、夜間ピー
クユーザの消費データの視覚的な表示および夜間時間帯の消費に関連するエネルギー消費
効率アドバイスを提供することができる。生成されたレポートは、１人以上の夜間ピーク
ユーザのエネルギー資源の消費量を削減するように、１人以上の夜間ピークユーザに提供
することができる。夜間時間帯という用語は、本明細書に使用される場合、夜間の一定の
時間帯に対応し、いくつかの例において、午後６時～１２時またはその一部に対応しても
よい。しかしながら、夜間時間帯は、午後６時以前の時間（例えば、夜間が午後４時また
は午後５時に開始する）および午前１２時以降の時間（例えば、深夜後）に対応してもよ
いことを理解すべきである。
【００２０】
　また、本発明の技術の態様は、ユーザの負荷曲線に基づいてユーザのエネルギー消費傾
向を分類し、ユーザの分類に基づいて特製コンテンツを提供することに関する。システム
は、ユーザの実際のエネルギー消費パターンを考慮することによって、より適切なコンテ
ンツおよび／または推奨事項をユーザに提供することができる。さらに、エネルギー消費
プロファイルの変更が特定の期間（通常１日）に亘って電気需要の平滑化に重要且つ有益
な効果を与えるユーザを対象に、エネルギー管理情報を提供することができる。
【００２１】
　システムは、一定の期間のユーザのエネルギー使用量データ（例えば、ＡＭＩメータデ
ータ）を検索し、その期間に対応するユーザの負荷曲線を生成するように構成することが
できる。例えば、負荷曲線は、１日、１週間、１ヶ月、１季節、または１年の期間に対応
してもよい。場合によって、複数セットのエネルギー使用量データを用いて、特定の期間
に対応する負荷曲線を生成することができる。例えば、過去１２週間のエネルギー使用量
データを集計して（例えば、平均化、加重平均化、外れ値としての週の除外など）、ユー
ザの週間負荷曲線を生成することができる。同様に、ユーザのために、追加の負荷曲線（
例えば、週末の毎日の負荷曲線、平日または特定の曜日の毎日の負荷曲線、毎月の負荷曲
線、春季または夏季または秋季または冬季の負荷曲線など）を生成することもできる。
【００２２】
　システムは、ユーザの１つ以上の負荷曲線を負荷曲線の型（アーキタイプ）と比較する
ことによって、ユーザの負荷曲線と最もよく一致する負荷曲線の型を決定することができ
る。負荷曲線の型という用語は、本明細書に使用される場合、一定の期間（例えば、１日
）に追跡された使用パターンに基づいてユーザの分類を表す負荷曲線を指す。負荷曲線の
型の一例として、夜間にピーク使用量を有するユーザ（例えば、「夜間ピークユーザ」）
、または午前にピーク使用量を有するユーザ（例えば、「午前ピークユーザ」）、または
正午にピーク使用量を有するユーザに分類するものが挙げられる。ユーザの負荷曲線と最
も類似する負荷曲線の型に基づいて、（例えば、ユーザのタイプに対応する）エネルギー
使用量プロファイルをユーザに関連付けることができる。ユーザの分類を用いて、ユーザ
を区分し、適切なコンテンツをユーザに提供することができる。
【００２３】
　本明細書に記載の「システム」は、サーバ、環境制御装置、または環境制御装置と通信
するコンピューティング装置上に実装されてもよい。環境制御装置は、実装に応じて、サ
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ーモスタット、コンピューティング装置上で動作するアプリケーションおよびサーモスタ
ットに連結されたコンピューティング装置のうち、１つ以上であってもよい。「使用量」
という用語は、本明細書に記載される場合、使用された量、使用に関連するコスト、もし
くは使用量またはコストを表す定量化数値を指す。「実際のエネルギー使用量」という用
語は、本明細書に記載される場合、メータ示度または使用量示度を指す。「商品」という
用語は、本明細書に記載される場合、住居または商業建物に供給される消費可能な有限資
源である電気、水および天然ガスなどの生活必需品を指す。「建物装置」または「ユーザ
機器」という用語は、本明細書に記載される場合、建物に設けられ、生活必需品を消費す
ることができる装置を指す。建物装置の一例として、電気、天然ガスおよび／または別の
生活必需品を消耗して、建物内の環境を制御する暖房、換気および空調（Heating, Venti
lation, and Air Conditioning：ＨＶＡＣ）システムを挙げてもよい。装置は、中央加熱
装置、中央空調加熱システム、電気器具、電子装置、水加熱システム、発電装置、換気シ
ステム、および空気濾過システムのうち、１つ以上であってもよい。
【００２４】
　一実施形態において、本方法は、選択期間のエネルギー予測消費量を示す情報を提供す
るように、ユーザの負荷曲線を分析するステップと、ユーザの構内に設置されたユーザ機
器を示す情報を受信するステップと、エネルギー予測消費量を低減するように、ユーザ機
器の設定を生成するステップとをさらに含むことができる。特定の実施形態において、設
定は、ユーザ装置に直接且つ自動的に適用されてもよい。例えば、１日または１日の一部
または１ヶ月もしくは請求期間などの期間は、ユーザまたはエネルギーネットワーク管理
者によって選択されてもよい。期間は、複数の不連続期間、例えば請求期間内の各夜間を
含むことができる。
【００２５】
　さらなる実施形態において、この方法は、ユーザの構内に設置されたユーザ機器から制
御情報またはセンサ情報を受信するステップと、制御情報またはセンサ情報を分析するこ
とによって、制御情報またはセンサ情報に基づいてユーザ機器のエネルギー使用量を決定
するステップと、ユーザ機器のエネルギー使用量を低減するために、制御情報またはセン
サ情報の変動を計算するステップとを含むことができる。したがって、エネルギー管理情
報は、ユーザ構内に設置された機器、現在の設定またはユーザ機器を囲む環境条件にとっ
て特有である。変動は、例えば、エネルギー使用ピークが経過した後、ＨＶＡＣシステム
の作動を推奨することによって、または高エネルギー使用時間においてサーモスタットの
設定温度を減少することによって、特定の期間におけるエネルギー使用量の影響を低減す
るように計算される。図１は、本発明の技術の特定の態様に従い、エネルギー使用量報知
システム１００の一例を示す図である。エネルギー使用量報知システム１００は、電気管
理システム１０４と、請求管理システム１０８とを含む。電気管理システム１０４は、監
視装置１０２および環境制御装置１０３を介して、電気消費者１０１に連結される。電気
管理システム１０４は、使用量データ１０５と、請求処理モジュール１０６と、負荷曲線
データ１０７とを含む。一実施形態において、使用量データ１０５および／または負荷曲
線データ１０７は、対応するデータベースまたはデータストア、もしくは対応するデータ
および情報を格納する任意の適切な記憶手段、コンピュータ読取可能な媒体またはメカニ
ズムに格納される。請求管理システム１０８は、予算モジュール１０９と、料金モジュー
ル１１０と、予測モジュール１１１と、モニタモジュール１１２と、レポートモジュール
１１３と、推奨モジュール１１４と、ユーザ分類モジュール１１６とを含む。請求管理シ
ステム１０８は、通信チャネル１１５を介して、１人以上の電気消費者１０１ａ～１０１
ｎをターゲットにして情報を伝達することができる。
【００２６】
　電気管理システム１０４は、使用量データを使用量データ１０５に格納する。使用量デ
ータは、電気消費者１０１が消費する１以上の生活必需品に関連付けられている。使用量
データは、複数の電気消費者（例えば、電気消費者１０１ａ、１０１ｂ・・・１０１ｎ）
に使用された１つ以上の生活必需品の使用量に対応する使用量情報を含むことができる。
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使用量情報は、少なくとも１つの支払い済みの請求期間に対応する少なくとも１つの生活
必需品の過去使用量情報と、現在の請求期間の支払い済み部分に対応する少なくとも１つ
の生活必需品の現在使用量情報とを含むことができる。電気消費者の使用量データは、対
応する監視装置から、計画的に、定期的に、またはランダム的に取得することができる。
監視装置（例えば、監視装置１０２ａ、１０２ｂ・・・１０２ｎ）は、高度計量インフラ
ストラクチャ（ＡＭＩ）であってもよい。この場合、監視装置は、スマートメータであっ
てもよく、または電気消費者に対応する建物における電気、水および／または天然ガスの
消費量を計量するスマートメータ機能を少なくとも部分的に含むものであってもよい。例
えば、使用量データは、建物の全体に対応する使用量情報からなる。これによって、建物
内の１つ以上の機器に関する使用量情報は、電気管理システム１０４および／または請求
管理システム１０８による非集計型使用量情報になる。別の例において、使用量データ１
０５は、他の手段によって電気管理システム１０４に提供されるアナログメータなどの非
ＡＭＩソースからの情報を含むことができる。一態様において、電気管理システム１０４
は、使用量データを記憶し、使用量警告処理のために請求管理システム１０８に転送する
。電気管理システム１０４は、記憶および使用量警告処理のために、使用量データを請求
管理システム１０８に転送することができる。本明細書に記載の電気管理システム１０４
は、電気会社を指してもよく、電気会社に関連するオフサイトの第三者サービスプロバイ
ダを指してもよい。
【００２７】
　電気管理システム１０４は、負荷曲線情報を負荷曲線データベース１０７に格納する。
負荷曲線情報は、使用量データ１０５に依存してもよい。例えば、請求処理モジュール１
０６は、使用量データ１０５を取得して、対応する電気消費者のために、一定の期間に亘
って負荷曲線を決定することができる。負荷曲線決定のより詳細な説明は、図２に記載さ
れる。
【００２８】
　予算モジュール１０９は、使用量データに基づいて、現在の請求期間に対応する目標予
算を決定することができる。一態様において、予算モジュール１０９は、少なくとも１つ
以上の予算目標の候補を決定するための自動システムである予算アドバイザを含むことが
できる。料金モジュール１１０は、電気会社によって提供される生活必需品の料金に関連
する料金体系のローカルコピーを保存することができる。料金モジュール１１０は、電気
会社またはエネルギー供給業者から、現在の請求期間に関連する料金体系を取得するよう
に構成されてもよい。予測モジュール１１１は、対応する使用量データに基づいて、電気
消費者１０１ａ～１０１ｎによるエネルギー使用予定を予測するように構成されてもよい
。予測モジュール１１１は、使用率情報および請求期間情報を用いて使用予定情報を決定
するアルゴリズムを含むことができる。モニタモジュール１１２は、監視装置１０２ａ～
１０２ｎに連結され、使用量データを直接取得するためのインターフェイスを含むことが
でき、および／または、電気管理システム１０４に連結され、請求管理システム１０８の
１つ以上の機器によるさらなる処理を行うための使用量データ（例えば、使用予定情報、
使用率情報、目標予算）を受信するためのインターフェイスを含むことができる。レポー
トモジュール１１３は、使用量警告通知を生成し、１つ以上の報告条件（例えば、目標予
算を超える予定請求額、現在の請求期間の終了、電気消費者からの要求）に基づいて、通
信チャネル１１５を介して、使用量警告通知を１人以上の電気消費者１０１ａ～１０１ｎ
に送信するように構成することができる。推奨モジュール１１４は、エネルギー消費量を
低減するために、１つ以上の推奨事項を１人以上の電気消費者１０１ａ、１０１ｂ・・・
１０１ｎに提供するように構成することができる。ユーザ分類モジュール１１６は、負荷
曲線データ１０７および／または使用量データ１０５に少なくとも部分的に基づいて、１
人以上の電気消費者１０１ａ、１０１ｂ・・・１０１ｎを異なるユーザ種類に分類するこ
とができる。
【００２９】
　請求項１に記載の方法の一実施形態において、使用レポートを提供するステップは、ユ
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ーザに関連する識別子を検索するステップと、検索された識別子を用いて、ネットワーク
を介して使用レポートをユーザに送信するステップとを含む。ネットワークは、ユーザへ
の通信チャネルを形成する。好ましくは、ネットワークは、エネルギー供給ネットワーク
と別体のネットワークである。
【００３０】
　通信チャネル１１５は、有線通信および／または無線通信を介して、警告通知を電気消
費者１０１ａ～１０１ｎに伝送することができる。また、警告通知は、電子メール、ショ
ートメッセージサービス（ＳＭＳ）または対話型音声応答（Interactive Voice Response
：ＩＶＲ）チャネル、モバイル装置通信、および物理郵便配送を介して、提供されてもよ
い。一実施形態において、第１サブセットのユーザおよび必要に応じて第２サブセットの
ユーザを特定し、異なるユーザカテゴリに分類することができる。その後、エネルギー管
理情報、および場合によって分類全体の消費データの表示を含む完全な使用レポートは、
各カテゴリのユーザにブロードキャスト送信またはマルチキャスト送信されてもよい。一
態様において、請求管理システム１０８は、環境制御装置１０３ａ～１０３ｎを介して、
警告通知をブロードキャスト送信信号および／またはマルチキャスト送信信号として電気
消費者１０１ａ～１０１ｎに送信する。請求管理システム１０８は、電気消費者１０１ａ
～１０１ｎのうち１人以上を対象にして、ユニキャスト信号を介して特定の警告通知を送
信することができる。通信チャネル１１５は、使用者のモバイル装置、使用者のコンピュ
ーティング装置、別のサーバまたはシステム、セルラネットワークのデータ交換インター
フェイス、他のネットワーク、スマートメータ（例えば、モニタリング装置１０２ａ～１
０２ｎ）および／またはサーモスタット（例えば、環境制御装置１０３ａ～１０３ｎ）と
インターフェイスを形成するように構成することができる。通信チャネル１１５は、他の
装置およびネットワークとを形成することができ、本発明の技術の範囲に含まれると考え
られる。一実施形態において、文書の物理配送（例えば、物理郵便配送）などの方法を利
用して、メッセージおよび／またはエネルギー警告通知を１つ以上の消費者に提供するこ
ともできる。
【００３１】
　動作中、エネルギー使用量報知システム１００は、ユーザに関連する使用量データ１０
５を分析することによって、ユーザのために負荷曲線を決定し、情報として負荷曲線デー
タ１０７に保存することができる。負荷曲線は、指定期間（例えば、数分間、数時間、数
日、数週間、数カ月など）に亘ってユーザによるエネルギー消費量を表すことができる。
【００３２】
　本発明の技術の態様は、ユーザの負荷曲線（例えば、高度計量インフラストラクチャ（
ＡＭＩ）負荷曲線）を分析し、その負荷曲線によって定義された夜間ピークユーザを特定
し、高使用量期間に関連するエネルギー消費効率（ＥＥ）アドバイスを提供するためのシ
ステムおよび方法に関する。例えば、特定された夜間ピークユーザに、夜間負荷の使用に
関する規範比較と共に、エネルギー使用量を削減するためのヒントを含む電子メールを送
信することができる。一例としてＡＭＩデータを使用したが、十分に小さい細分性を有す
る他のメータデータを使用できることを理解すべきである。
【００３３】
　図２は、本発明の技術の特定の態様に従い、一定の期間に亘ってユーザによるエネルギ
ー使用量を追跡するための例示的な負荷曲線２００を示す図である。上述したシステムエ
ネルギー使用量報知システム１００は、ユーザによるエネルギー使用量に対応する使用量
データ１０５を検索して、一定の期間のエネルギー消費量を表す負荷曲線を生成すること
ができる。前述したように、使用量データ１０５は、ＡＭＩメータデータであってもよい
。例えば、負荷曲線は、１日、１週間、１ヶ月、１季節、１年、またはこれらの任意の組
み合わせの期間に対応することができる。場合によって、複数セットのエネルギー使用量
データを用いて、一定の期間の負荷曲線を生成することができる。例えば、過去１２週間
のエネルギー使用量データを集計して（例えば、平均化、加重平均化、外れ値としての週
の除外など）、ユーザの週間負荷曲線を生成することができる。同様に、ユーザのために
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、追加の負荷曲線（例えば、週末の毎日の負荷曲線、平日または特定の曜日の毎日の負荷
曲線、毎月の負荷曲線、春季または夏季または秋季または冬季の負荷曲線など）を生成す
ることもできる。
【００３４】
　一例として、１日という期間に対応する負荷曲線を決定するために、１日内の各時間に
対応するユーザのエネルギー使用量を追跡し、各エネルギー使用時間に対して総使用量（
例えば、１日の２４時間に対応する使用量の合計）の使用率を決定し、負荷曲線に２４個
のデータ点を生成することができる。これらの２４個のデータ点について、ｙ軸は、各時
間に対応する総使用量の使用率を表し、ｘ軸は、１日中の時間を表す。他の例は、各時間
の平均使用量、各時間の使用量の標準偏差、または各時間の基本負荷を別々にまたは共同
に追跡することを含むことができる。
【００３５】
　図２の例に示すように、負荷曲線２００は、ｘ軸上の一定の期間に対してｙ軸上のエネ
ルギー総使用量の使用率として図示されている。図２の負荷曲線２００の期間は、ｘ軸に
沿った１日の２４時間である。負荷曲線２００は、グラフ図の右側にピーク部分２３０を
含む。負荷曲線２００のピーク部分２３０は、夜間にピークエネルギー使用量を有するユ
ーザのカテゴリに対応している。さらに、負荷曲線２００は、エネルギー総使用量の使用
率がピーク部分２３０よりも遥かに小さいというパターンを有する。夜間にピークエネル
ギー使用量を有するユーザの負荷曲線の一例を図２に示しているが、ユーザは、他の負荷
曲線に有してもよい。
【００３６】
　図３は、本発明の技術の特定の態様に従い、一定の期間に亘ってユーザによるエネルギ
ー使用量の分類を表すための負荷曲線の型の異なる例を示す図である。
【００３７】
　システムは、１つ以上の電気プロバイダからエネルギー使用量データを検索することに
よって、多数の負荷曲線の型を生成するように構成することができる。前述したように、
エネルギー使用量データは、所定の間隔（例えば、５分間、１５分間、１時間）でエネル
ギー消費データを提供するＡＭＩスマートメータデータを含む。一実施形態において、検
索されたエネルギー使用量データに対してクラスタリングアルゴリズム（例えば、ｋ－平
均アルゴリズム）を実行することができ、クラスタリングアルゴリズムを使用して、多数
の類似ユーザを発見することができる。一例において、ｋ－平均クラスタリングアルゴリ
ズムは、ｎ個の観測値をｋ個のクラスタに分けることができる。各観測値は、最も近似平
均値を有するクラスタに属し、クラスタのプロトタイプとして機能する。これにより、デ
ータ空間は、ボロノイセル（Voronoi cells）に分割される。ボロノイセルは、区画され
たプレーン（例えば、データ空間）における複数の領域のうち、任意１つの領域を指して
いる。各領域は、プレーンの特定サブセット内の点に対する「近接」に基づいて区画され
る。したがって、各ボロノイセルは、検索されたユーザのエネルギー使用量データに基づ
いて、ユーザのタイプに対応することができる。
【００３８】
　さらに、公的利用可能な資源からの毎日のエネルギー使用量、実際のユーザ使用量プロ
ファイル、または負荷曲線の可能形状の推測などを利用して、負荷曲線の型を決定するこ
とができる。公的利用可能な資源は、エネルギー部（ＥＩＡ）、独立系統運用機関（ＩＳ
Ｏ）、地域送電機関（ＲＴＯ）などを含み得る。
【００３９】
　一実施形態において、ユーザの使用量プロファイルから、負荷曲線の型を決定すること
ができる。一例として、負荷曲線をクラスタリングし、得られた中心軌跡を型として使用
することである。他のクラスタリングアルゴリズムを使用することができるが、ｋ－平均
クラスタリングは、型を発見するために有用なアルゴリズムである。ｋ－平均アルゴリズ
ムを用いて、型の数を選択することができる。ｋ－平均アルゴリズムは、所定の負荷曲線
を選択した数のグループに最もよく分割する中心軌跡（型）を検出することができる。一
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例として、これらのグループの中心または中央値（例えば、各グループの各時間間隔での
平均または中央使用量）は、型として選択される。
【００４０】
　図３に示すように、負荷曲線の型３１０、３２０および３３０の各々は、夜間にピーク
エネルギー使用量を有するユーザ（例えば、本明細書の場合、「夜間ピークユーザ」）に
対応する型を表す。負荷曲線の型３１０、３２０および３３０の各々は、１日のうち夜間
の時間帯に対応する期間を表す曲線の領域にはピーク部分を含む一方、曲線の残りの部分
には低い（時には、著しく低い）エネルギー使用量を有するデータ点を有する。一実施形
態において、負荷曲線の型３１０、３２０および３３０の各々は、１日の各時間における
１日の使用割合を表し、１時間当たりの使用量は、数日の各時間における平均使用量であ
る。例えば、真夜中、午前１時、午前２時などの各平均使用量が決定され、全ての平均使
用量の合計で除算される。このようにして、異なる大きさおよび類似の使用パターンを有
する負荷曲線を、同様の縮尺を有するように正規化することができる。夜間ピークユーザ
に対応する負荷曲線の型の例が図３に示されているが、異なる種類のピークエネルギー使
用量を特定するための他の負荷曲線の型を形成することができることを理解すべきである
。例えば、週末、平日、季節などのエネルギー使用量の負荷曲線の型を形成することによ
って、電気消費者をさらに分類することができる。
【００４１】
　前述したように、システムは、１つ以上のユーザの負荷曲線を負荷曲線の型と比較する
ことによって、ユーザの負荷曲線と最もよく一致する負荷曲線の型を決定することができ
る。負荷曲線の型の一例として、ユーザを夜間にピーク使用量を有するユーザ（例えば、
「夜間ピークユーザ」）、または午前にピーク使用量を有するユーザ（例えば、「午前ピ
ークユーザ」）、または正午にピーク使用量を有するユーザに分類するものが挙げられる
。ユーザの負荷曲線と最も類似する負荷曲線の型に基づいて、（例えば、ユーザのタイプ
に対応する）エネルギー使用量プロファイルをユーザに関連付けることができる。ユーザ
のカテゴリを用いて、ユーザを区分し、図４Ａおよび４Ｂに説明されるように、適切なコ
ンテンツおよび／または推奨事項をユーザに提供することができる。
【００４２】
　図４Ａは、本発明の技術の特定の態様に従い、電気消費者に提供されるエネルギー使用
量警告通知４００の一例を示す図である。エネルギー使用量警告通知４００は、電気会社
識別子４０２、レポート分析４０４、負荷曲線４０６、第２レポート分析４０８、期間４
１０、近隣者エネルギーグラフ４１２、ユーザエネルギーグラフ４１４、および推奨部分
４１６を含む。エネルギー使用量警告通知４００は、単なる例示として提供され、本明細
書に記載のさまざまな実施形態の範囲において、より多くまたはより少ない類似特徴また
は代替特徴を含んでもよい。
【００４３】
　電気会社識別子４０２は、エネルギー使用量警告通知４００を生成する電気会社に関連
する。電気会社識別子４０２は、電気会社の名前、電気会社の住所、および／または電気
会社の連絡情報を含んでもよい。
【００４４】
　レポート分析４０４は、過去の期間（例えば、１年）に対して、別の期間の一部分（例
えば、１日のうち夜間の時間帯）に対応するエネルギー使用量（例えば、百分比）に関す
る情報を含むことができる。この情報は、特定カテゴリのエネルギー消費者（例えば、午
前ピークユーザ、夜間ピークユーザ）に属することを電気消費者に示すことができる。
【００４５】
　エネルギー使用量警告通知４００は、エネルギー使用量の視覚的分析を電気消費者に提
供するチャートなどの追加の計測基準を含むことができる。例えば、負荷曲線４０６は、
より長い期間（例えば、１年）に亘って集計された一定の期間（例えば、１日）に対応す
る電気消費者の平均エネルギー使用量または消費量（例えば、図示のｋＷｈ）のグラフ図
を含む。負荷曲線４０６は、本明細書に記載の実施形態に従って生成することができる。
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さらに図示のように、負荷曲線４０６は、ピークエネルギー使用量が発生する負荷曲線の
領域をグラフィカルに示す強調部分４０７を含むことができる。この例において、強調部
分４０７は、電気消費者がピークエネルギー使用量を使用した夜間の時間帯（例えば、６
～１１ｐｍ）に対応する。
【００４６】
　第２レポート分析４０８は、電気消費者のピークエネルギー使用量に対応する期間にお
いて、電気消費者によるエネルギー使用量と他の消費者によるエネルギー使用量との比較
に関する情報を含むことができる。この情報は、当該電気消費者が他の消費者に比べてよ
り多くのエネルギーまたはより少ないエネルギーを消費しているかを示すことができる。
他の消費者は、当該電気消費者の１人以上の近隣者であってもよい。期間４１０は、電気
消費者および近隣者のエネルギー消費を分析した期間に対応してもよい。
【００４７】
　さらに、電気消費者に提供されるエネルギー使用量の視覚化を容易にするために、近隣
者エネルギーグラフ４１２およびユーザエネルギーグラフ４１４が提供される。近隣者エ
ネルギーグラフ４１２は、電気消費者の近隣者によるエネルギー使用量のグラフ図を示し
、ユーザエネルギーグラフ４１４は、電気消費者によるエネルギー使用量のグラフ図を示
す。したがって、電気消費者は、自分のエネルギー使用量と近隣者のエネルギー使用量と
の比較を容易にすることができる。
【００４８】
　推奨部分４１６は、レポート分析４０４に示されるピーク使用期間に対応する期間中に
エネルギー使用量を低減するように、電気消費者が使用方法を調整する方法に関する推奨
事項を含むことができる。推奨事項は、環境制御装置の設定値または環境制御装置に使用
され得る設定スケジュール、光源および／または電子装置をオフにする提案、メンテナン
ス提案、および環境制御装置の具体的な調整など、可能な推奨を含むことができる。
【００４９】
　図４Ｂは、本発明の技術の特定の態様に従い、電気消費者に提供されるエネルギー使用
量警告通知４５０の一例を示す図である。エネルギー使用量警告通知４５０は、電気会社
識別子４５２、レポートメッセージ４５４、負荷曲線記述４５６、負荷曲線４５８、レポ
ート分析４６０、および第２レポートメッセージ４６２を含む。エネルギー使用量警告通
知４５０は、単なる例示として提供され、本明細書に記載のさまざまな実施形態の範囲に
おいて、より多くまたはより少ない類似特徴または代替特徴を含んでもよい。
【００５０】
　電気会社識別子４５２は、エネルギー使用量警告通知４５０を生成する電気会社に関連
する。電気会社識別子４５０は、電気会社の名前、電気会社の住所、および／または電気
会社の連絡情報を含んでもよい。
【００５１】
　レポートメッセージ４５４は、異なる電気料金プランに切り替えることによって、金銭
を節約できることを電気消費者に提案する情報を含むことができる。一実施形態において
、この情報の提供は、（例えば、電気消費者の負荷曲線に対応する）現在の使用量情報お
よび現在の料金プランに基づいて現在のコストを計算し、１つ以上の代替の料金プランの
コストを計算し、現在のコストを１つ以上の代替料金プランのコストと比較することによ
り、代替の料金プランのコストが少ない場合、差額を計算し、節約できるコストに関する
内容を電気消費者に提供することによって、達成することができる。
【００５２】
　エネルギー使用量警告通知４５０は、エネルギー使用量の視覚的分析を電気消費者に提
供するチャートなどの追加の計測基準を含むことができる。例えば、負荷曲線４５８は、
より長い期間（例えば、１年）に亘って集計された一定の期間（例えば、１日）に対応す
る電気消費者の平均エネルギー使用量または消費量（例えば、図示のｋＷｈ）のグラフ図
を含む。負荷曲線記述４５６は、負荷曲線４５８に示された使用量データの種類（例えば
、過去１年間の平均日使用量）を電気消費者に提供することができる。
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【００５３】
　レポート分析４６０は、特定の期間（例えば、昼間）に電気消費者によるピーク使用量
が発生し、現行の料金プランの代わりに新しい種類の料金プランに切り替えることによっ
て金銭を節約できることを示す。第２レポートメッセージ４６２は、新しい種類の料金プ
ランに切り替えるための情報（例えば、電気会社の連絡情報）を含み、一実施形態におい
て、電気消費者が追加情報を取得するために、外部ウェブサイトへのハイパーリンクを含
んでもよい。
【００５４】
　図５は、図１に記載のエネルギー使用量報知システムにより行われる例示的なプロセス
５００を示すフローチャートである。例示的なプロセス５００は、単なる例示として提供
され、本明細書に記載されたさまざまな実施形態の範囲において、類似の順序または代替
の順序でもしくは並行で、より多くまたはより少ないステップを実行することができる。
【００５５】
　ステップ５０２において、複数のユーザの消費データを集計する。一例として、当該消
費データは、複数のユーザの各々によるエネルギー資源の消費量に対応する。ステップ５
０４において、消費データに基づき、複数のユーザの高度計量インフラストラクチャ（Ａ
ＭＩ）負荷曲線を生成する。一実施形態において、複数のユーザのＡＭＩ負荷曲線の生成
は、指定期間内の指定間隔のエネルギー消費量を示す１つ以上の値を決定するステップを
含み、１つ以上の値の各々は、指定期間内の指定間隔のエネルギー使用量の平均値を表し
、指定期間のエネルギー使用量の総量を決定するステップと、エネルギー使用量の総量に
対する、指定期間内の各指定間隔に測定された各値の百分比を決定するステップと、指定
期間内の各指定間隔のエネルギー使用量の総量に対する百分比に少なくとも部分的に基づ
いて、各負荷曲線のグラフ図を生成するステップとを含む。指定期間は、１日であり、指
定間隔の各々は、１日内の各時間帯である。指定期間内の指定間隔のエネルギー消費量を
示す値は、各間隔の使用量の標準偏差または各間隔の基底負荷をさらに表すことができる
。
【００５６】
　ステップ５０６において、ＡＭＩ負荷曲線に基づき、複数のユーザから、第２期間より
も第１期間に多くの資源を消費するピークユーザのサブセットを特定する。一例として、
ピークユーザは、他の時間帯よりも夜間の時間帯により多くの資源を消費するユーザであ
る。ＡＭＩ負荷曲線のうち、少なくとも１つのＡＭＩ曲線は、ピーク部分を含む。ピーク
部分は、一定期間の残りの部分と比較してその期間の一部の間により高い資源使用率を示
す。一実施形態において、ピークユーザである、複数のユーザのサブセットを特定するス
テップは、一定の期間中に追跡されたエネルギー消費量に基づいてユーザのタイプを表す
負荷曲線を各々含む１つ以上の負荷曲線の型を決定するステップと、クラスタリングアル
ゴリズムを用いて、負荷曲線および１つ以上の負荷曲線の型に基づいて、ユーザを１つ以
上のカテゴリに分類するステップとをさらに含む。一例として、クラスタリングアルゴリ
ズムは、ｋ－平均アルゴリズムを含む。
【００５７】
　ステップ５０８において、ピークユーザのために複数の使用レポートを生成する。各使
用レポートは、各々のピークユーザの消費データの視覚表示と、第１消費期間における消
費に関連するエネルギー消費効率アドバイスとを提供する。ステップ５１０において、１
人以上のピークユーザのエネルギー資源の消費量を低減するように、１人以上のピークユ
ーザに１つ以上の使用レポートを提供する。ピークユーザに対応する複数の使用レポート
の各々は、各ピークユーザに対応する各負荷曲線のグラフ図を含む。
【００５８】
　別の例において、以下のステップに基づいて、ピークユーザを特定することができる。
まず、複数のユーザの消費データを集計する。当該消費データは、複数のユーザの各々の
エネルギー資源の消費量に対応する。消費データから、複数のユーザの負荷曲線を生成す
る。少なくとも部分的に負荷曲線に基づいて、ピークユーザとして示される新規ユーザを
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特定する。新規ユーザは、複数のユーザと異なるユーザであり、第２期間よりも第１期間
により多くの資源を消費する。一例において、ピークユーザを特定するステップは、一定
の期間中に追跡されたエネルギー消費量に基づいてユーザのタイプを表す負荷曲線を各々
含む１つ以上の負荷曲線の型を決定するステップと、クラスタリングアルゴリズムを用い
て、ピークユーザの負荷曲線および１つ以上の負荷曲線の型によって表された１つ以上の
カテゴリに基づいて、各ユーザをピークユーザとして特定するステップとをさらに含む。
【００５９】
　さらに、方法は、ピークユーザのために使用レポートを生成するステップを含むことが
できる。使用レポートは、ピークユーザの消費データの視覚表示と、第１消費期間におけ
る消費に関連するエネルギー消費効率アドバイスとを提供する。方法は、ピークユーザの
エネルギー資源の消費量を低減するように、使用レポートをピークユーザに提供するステ
ップを含むことができる。
【００６０】
　さらに別の例において、複数のユーザの消費データを集計することができる。当該消費
データは、複数のユーザの各々のエネルギー資源の消費量に対応する。当該消費データに
基づいて、複数のユーザの使用パターンを特定することができる。当該使用パターンに基
づいて、複数のユーザから、第２期間よりも第１期間により多くの資源を消費するピーク
ユーザのサブセットを特定することができる。ピークユーザのために複数の使用レポート
を生成することができる。各使用レポートは、ピークユーザのそれぞれの消費データの視
覚的表示と、第１期間の消費に関連するエネルギー消費効率アドバイスとを提供する。１
人以上のピークユーザのエネルギー資源の消費量を低減するように、１人以上のピークユ
ーザに１つ以上の使用レポートを提供することができる。
【００６１】
　図６は、さまざまな実施形態に従った態様を実施するための環境６００の一例を示す図
である。環境６００は、電気会社６０１、配電システム６０２、電気消費者区域６１０、
６２０、および６３０、エネルギー使用量コレクタ６４０、ネットワーク６５０、および
使用量報知システム６６０を含む。電気消費者区域６１０は、対応するスマートメータ６
１１～６１４を備える住宅建物を含む。電気消費者区域６２０は、対応するスマートメー
タ６２１～６２３を有する商業建物を含む。電気消費者区域６３０は、対応するスマート
メータ６３１～６３３を有する多世帯建物を含む。使用量報知システム６６０は、ウェブ
サーバ６６１、アプリケーションサーバ６６２、およびデータベース６６３を含む。
【００６２】
　電気会社６０１は、電気消費者区域６１０、６２０および６３０に生活必需品（例えば
、電気、ガス、水）を供給する。電気会社６０１は、対応する地域の各建物に設けられた
監視装置（例えば、スマートメータ）を用いて、各地域のエネルギー使用量を追跡するこ
とができる。電気会社６０１は、各電気アカウントに対応するエネルギー消費量（例えば
、ｋＷＨ）を含む使用量データを受信することができる。一態様において、電気会社６０
１は、無線通信システムを介して、エネルギー使用量コレクタ６４０から使用量データを
受信する。いくつかの態様において、エネルギー使用量コレクタ６４０は、各スマートメ
ータ装置から使用量データを引き出すことによって、使用量データを取得することができ
る。スマートメータ装置は、定期的にまたはスケジュールに従って、使用量データをブロ
ードキャスト送信することができる。電気会社６０１は、有線通信システムを介して、各
監視装置から使用量データを受信することができる。
【００６３】
　使用量報知システム６６０は、ネットワーク６５０を介して、電気会社６０１と通信す
る。使用量報知システム６６０は、ネットワーク６５０を介して、電気会社６０１から使
用量データを取得することができる。一態様において、使用量報知システム６６０は、ネ
ットワーク６５０を介して使用量データを受信する。使用量報知システム６６０は、スマ
ートメータ装置から使用量データを直接に受信することができる。
【００６４】
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　電気消費者区域６１０、６２０および６３０の各々は、料金体系をそれぞれ有する個別
の地理的位置に対応することができる。いくつかの態様において、エネルギー消費の比較
分析（例えば、同一の郵便番号内または特定の半径内に住んでいる類似消費者に比べて、
現在のエネルギー使用量）を対応する電気消費者に与えるように、１つの領域内の電気消
費者の使用量データを用いて、同一地域内の類似ユーザに提供するエネルギー使用量警告
通知を生成することができる。
【００６５】
　本明細書に記載の方法は、一定期間のエネルギー消費を予測する情報を受信するステッ
プと、その情報を少なくとも１人のユーザの負荷曲線に組み入れることによって、そのユ
ーザのために、前述した期間のエネルギー予測供給量またはエネルギー予測使用量を生成
するステップと合わせて、実施されてもよい。典型的には、情報は、第三者供給源から受
信され、この情報は、（例えば、ＨＶＡＣシステムの使用を予測することによって）１人
以上のユーザのエネルギー需要および太陽電気または風力などの再生可能な技術に依存し
ている電気網のエネルギー供給の両方の予測を支援することができる気象情報をふくむこ
とができる。有用であり得る他の第三者情報は、ピーク時のエネルギー需要のタイミング
の予測に役立つスポーツまたはテレビ番組表を含み得る。
【００６６】
　個々のユーザに応じて、特定期間のピークエネルギー消費量を示す指標を決定し、これ
らのユーザに送信することができるが、ピークエネルギー消費量を示す指標は、電気網の
全体、または電気網の特定の領域または部分に応じて、生成されてもよい。このような指
標は、特定の時期のエネルギー需要を削減するように、ユーザに対する要望または奨励を
含むことがある。
【００６７】
　特定の実施形態において、使用量報知システム６６０は、全国気象サービス（図示せず
）などの第三者気象サービスと通信することができる。例えば、使用量報知システム６６
０は、ネットワーク６５０（例えば、電子メール、ダウンロードされたＦＴＰファイル、
およびＸＭＬフィード）を介して、第三者気象サービスから、対応の屋外温度を受信する
ことができる。この場合、使用量報知システム６６０は、第三者気象サービスからのデー
タを用いて、現在の請求期間に対応する使用予定を決定することができる。例えば、予報
された気象条件（例えば、温度、湿度、気圧および降水量）は、電気消費者がＨＶＡＣシ
ステムをより多く使用する可能性があることを示すことができる。使用量報知システム６
６０は、現在の請求期間の残り期間に対応する使用予定を推定し、推定された使用予定に
基づいて、電気消費者が予定請求額を超過しているか否かを判断する。判断結果に応じて
、使用量報知システム６６０は、エネルギー使用量警告通知を電気消費者に知らせること
ができる。
【００６８】
　使用量報知システム６６０は、電気消費者区域６１０、６２０および６３０に関連する
電気消費者に、エネルギー使用量警告通知を通信する。いくつかの態様において、使用量
報知システム６６０は、ネットワーク６５０を介して、エネルギー使用量警告通知を通信
する。例えば、使用量報知システム６６０は、電子メールでエネルギー使用量警告通知を
送信することができ、または、電気消費者は、関連するウェブサイトを介して使用量報知
システム６６０（例えば、ウェブサーバ６６１および／またはアプリケーションサーバ６
６２）にログインして、エネルギー使用量警告通知に含まれた非集計型使用量データを閲
覧することができる。使用量報知システム６６０は、エネルギー使用量警告通知が通常の
郵便物として（例えば、電気料金請求書の一部として）電気消費者に提供され得るように
、エネルギー使用量情報を印刷システムに送信することができる。他の実施形態において
、エネルギー使用量情報は、電気会社６０１に返送され、電気会社６０１は、エネルギー
使用量警告通知を電気消費者に提供することができる。
【００６９】
　図７は、本発明の技術の特定の態様に従い、エネルギー使用量報知システム７００の一
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例を示す図である。説明のためにウェブに基づく環境を説明したが、さまざまな実施形態
を適切に実施するように、異なる環境を使用してもよい。
【００７０】
　例示的なシステム７００は、使用量報知システム７０５と、データプレーン７１０とを
含む。以下で説明するように、使用量報知システム７０５は、少なくとも１つのウェブサ
ーバ７０６と、少なくとも１つのアプリケーションサーバ７０８とを含む。使用量報知シ
ステム７０５は、１つ以上の場所に設けられた１つ以上のコンピュータ上でコンピュータ
プログラムとして実装されたエネルギー使用量通知システムの一例である。このエネルギ
ー使用量通知システムにおいて、以下に説明するシステム、要素および技術は、実施する
ことができる。
【００７１】
　ユーザは、クライアント装置７０２を用いて、使用量報知システム７０５と情報交換す
ることができる。例えば、クライアント装置７０２は、インターネットなどのデータ通信
ネットワーク７０４を介して、使用量報知システム７０５に接続されたコンピュータであ
ってもよい。場合によって、例えばクライアント装置７０２上で実行するソフトウェアア
プリケーションを用いて、使用量報知システム７０５をクライアント装置７０２上に実装
することができる。クライアント装置７０２は、一般的に、命令およびデータを格納する
ためのメモリ装置、例えばランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、および、記憶された命令
を実行するためのプロセッサを含む。クライアント装置７０２は、データ通信ネットワー
ク７０４を介して、要求、メッセージまたは他の種類の情報を送受信するように動作可能
な任意の適切な装置であってもよい。クライアント装置７０２は、表示部を含んでもよい
。ユーザは、表示部を介して、クライアント装置７０２と情報交換して、図３のエネルギ
ー使用量警告通知などの情報を閲覧することができる。クライアント装置のいくつかの例
として、パーソナルコンピュータ、スマートサーモスタット、携帯電話、携帯式メッセー
ジング装置、ラップトップコンピュータ、セットトップボックス、ＰＤＡ、電子書籍リー
ダ、タブレット装置、スマートフォンなどを含む。
【００７２】
　データ通信ネットワーク７０４は、イントラネット、インターネット、セルラネットワ
ーク、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、任意の他のネットワー
ク、またはそれらの組み合わせを含む任意の適切なネットワークを含むことができる。こ
のようなシステムに使用される構成要素は、ネットワークの種類、選択された環境または
その両方に、少なくとも部分的に依存することができる。このようなネットワークを介し
て通信するためのプロトコルおよび構成要素は、周知であるため、本明細書には詳細に説
明しない。クライアント装置７０２は、有線接続、無線接続、または両者の組み合わせで
、データ通信ネットワーク７０４を介して通信することができる。
【００７３】
　ユーザは、クライアント装置７０２を用いて、使用量報知システム７０５にログインす
る要求７２０を提出することができる。要求７２０は、対応する電気アカウントのエネル
ギー使用量警告通知のデジタルコピーを要求することができる。エネルギー使用量警告通
知は、現在までに消費されたエネルギーの量および／または現在の請求期間に対応する予
定請求額に関する情報を含むことができる。また、予定請求額を現在の請求期間の目標予
算以下に維持するように、使用量警告通知は、対応する電気アカウントに関連する構内装
置の設定を調整するための１つ以上の推奨に関する情報を含むことができる。ユーザが要
求７２０を提出すると、提出された要求７２０は、データ通信ネットワーク７０４を介し
て、使用量報知システム７０５内のアプリケーションサーバ７０８に送信される。アプリ
ケーションサーバ７０８は、要求７２０に応答して、例えば使用量データ７１２を用いて
、要求７２０に応じて、パーソナライズ情報と共にエネルギー使用量通知を記述するデー
タ７２２を特定する。アプリケーションサーバ７０８は、データ通信ネットワーク７０４
を介して、データ７２２をクライアント装置７０２に送信することによって、ユーザに提
示する。
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【００７４】
　データ７２２は、現在の請求期間に対応する予定請求額を記述するデータを含むことが
できる。データ７２２は、例えばクライアント装置７０２によって使用され、対応の電気
料金請求予測および／または電気消費者に関連する環境制御装置の設定を調整する指示を
用いてエネルギー消費調整を行う１つ以上の対話機能を有するローカルエネルギー使用量
警告通知を生成することができる。
【００７５】
　データ通信ネットワーク７０４を介してアプリケーションサーバ７０８からデータ７２
２を受信した後、クライアント装置７０２上で動作するソフトウェアアプリケーション、
例えばウェブアプリケーションまたはアプリケーション７２４は、データ７２２を使用し
て、対話型エネルギー使用量警告通知を表示する。例えば、アプリケーション７２４内の
請求前アドバイザエンジン７２６は、現在の請求期間に対応する使用予定を含む現在まで
の使用量を、クライアント装置７０２の表示部上で表示することができる。
【００７６】
　いくつかの態様において、アプリケーション７２４は、環境制御装置にインターフェイ
スを提供し、環境制御装置の設定を調整するための命令に関連する１つ以上の動作を実行
するように構成された請求書到着エンジン(Bill Arrival Engine)７２８を含む。いくつ
かの実施形態において、請求書到着エンジン７２８は、環境制御装置の現在設定に関する
データを取得するように構成される。請求書到着エンジン７２８は、構内の現在の環境条
件のリアルタイム統計および／またはセンサ読取値（例えば、温度計読取値）を取得する
ことができる。一態様において、アプリケーション７２４は、報知エンジン７３０を含む
。報知エンジン７３０は、ユーザがエネルギー使用量警告通知を受信するルールおよび／
または条件を設定（またはプログラム）できることを含む、エネルギー使用量警告通知を
提供するように構成される。
【００７７】
　いくつかの実施形態において、ウェブサーバ７０６、アプリケーションサーバ７０８お
よび類似の要素は、データプレーン７１０の一部であると考えられてもよい。全ての要求
および応答の処理、ならびにクライアント装置７０２とアプリケーションサーバ７０８と
の間のコンテンツの伝送は、ウェブサーバ７０６によって処理することができる。ウェブ
サーバ７０６およびアプリケーションサーバ７０８は、単なる例示的な要素である。本明
細書の他の部分で説明したように、構造コードとして使用できるより多くまたはより少な
い要素を任意の適切な装置またはホストマシン上で実行することができる。
【００７８】
　データプレーン７１０は、１つ以上のリソース、サーバ、ホスト、インスタンス、ルー
タ、スイッチ、データストア、他の類似要素、またはそれらの組み合わせを含む。データ
プレーン７１０のリソースは、データの記憶およびデータへのアクセス権の提供に限定さ
れない。実際に、いくつかのサーバ、レイヤ、他の素子、プロセスまたは要素を連鎖して
または構成して、互いに対話することによって、例えば適切なデータストアからデータを
取得するタスクなどを行うこともできる。いくつかの実施形態において、「データストア
」という用語は、任意標準の分散環境またはクラスタ環境に使用できる任意数のデータサ
ーバ、データベース、データストレージ装置およびデータストレージメディアの任意の組
み合わせを含む、データを格納、アクセスおよび取得することができる任意の装置または
装置の組み合わせを指す。
【００７９】
　データプレーン７１０のデータストアは、特定の態様に関連するデータを格納するため
に、いくつかの別個のデータテーブル、データベース、または他のデータ記憶メカニズム
およびメディアを含むことができる。例えば、図示されたデータプレーン７１０は、エネ
ルギー使用量警告通知を生成するために使用され得る使用量データ７１２およびユーザ情
報７１６を格納するためのメカニズムを含む。また、図示されたデータプレーン７１０は
、電気消費者に対応する使用量データの比較分析を報告するなどの目的で使用することが
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できる類似ユーザデータ７１４を格納するためのメカニズムを含む。データプレーン７１
０は、関連するロジックを介して、アプリケーションサーバ７０８から命令を受信し、上
述したデータ、命令、またはデータおよび命令に対応する他の情報を取得、更新、または
処理するように動作可能である。
【００８０】
　通常、各サーバは、サーバの一般的な管理および動作を行うための実行可能なプログラ
ム命令を提供するオペレーティングシステムを含み、典型的には、サーバのプロセッサに
よって実行されると、意図された機能を実行するようにサーバをイネーブルする命令を格
納するコンピュータ読取可能な媒体を含む。オペレーティングシステムの適切な実装およ
びサーバの一般的な機能は、周知であるまたは市販されているため、当業者によって、特
に本明細書の開示を参照して容易に実施することができる。
【００８１】
　一実施形態において、環境は、１つ以上のコンピュータネットワークまたは直接接続を
使用する１つ以上の通信リンクを介して相互接続される複数のコンピュータシステムおよ
び要素を含む分散コンピューティング環境である。しかしながら、上述したシステムは、
図７に示されている要素よりも少ないまたはより多い数の要素を使用して、同様に良好に
動作するように構成することができる。したがって、図７のシステム７００は、単なる一
例として提供され、本開示の範囲を限定しない。
【００８２】
　図８は、本発明の技術の特定の態様に従い、コンピューティング装置８００の構成要素
、例えば図１の環境制御装置１０３ａ～１０３ｎの例示的な構成を示す図である。この例
において、コンピューティング装置８００は、メモリ装置または要素８０４に格納するこ
とができる命令を実行するためのプロセッサ８０２を含む。命令は、コンピューティング
装置８００に指示して、エネルギー使用量報知システム１００（図１）からのエネルギー
使用量警告の処理および／またはコンピューティング装置８００の設定（例えば、温度設
定、アラーム設定および電気設定）を自動的に調整するための命令の受信を行うコンピュ
ータ実装方法を実行することができる。当業者には明らかであるように、コンピューティ
ング装置８００は、多くの種類のメモリ、データ記憶装置または非一時的なコンピュータ
読取可能な記憶媒体、例えば、プロセッサ８０２により実行されるプログラム命令を格納
するための第１データ記憶装置、使用履歴またはユーザ情報を格納するための別個の記憶
装置、他の装置と情報を共有するための取り外し可能なメモリを含むことができる。いく
つかの実施形態において、コンピューティング装置８００は、１つ以上の通信素子８０６
、例えばWi-Fi（登録商標）、Bluetooth（登録商標）、無線周波、近距離通信、有線通信
システム、または無線通信システムを含むことができる。多くの実施形態において、コン
ピューティング装置８００は、インターネットなどのネットワークと通信することができ
、他の装置（例えば、エネルギー使用量報知システム１００または他の環境制御装置）と
通信することができる。上述したように、多くの実施形態において、コンピューティング
装置８００は、ユーザからの通常入力を受け入れることができる少なくとも１つの入力素
子８０８を含む。この通常入力は、例えばプッシュボタン、タッチパッド、タッチスクリ
ーン、ホイール、ジョイスティック、キーボード、マウス、キーパッド、またはユーザが
装置にコマンドを入力することができる任意の他の装置または素子を含むことができる。
しかしながら、いくつかの実施形態において、装置は、ボタンを全く含んでおらず、視覚
コマンドおよび音声コマンドの組み合わせによって制御され得る。よって、ユーザは、装
置に触れることなく、装置を制御することができる。コンピューティング装置８００は、
タッチスクリーンまたは液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などの何らかの種類の表示素子８１
０を含む。
【００８３】
　さまざまな実施形態は、多種多様な動作環境において実施され得る。この動作環境は、
場合によって、複数のアプリケーションのうち、任意数のアプリケーションを動作させる
ために使用され得る１つ以上のユーザコンピュータ、コンピューティング装置または処理
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装置を含むことができる。ユーザ装置またはクライアント装置は、デスクトップコンピュ
ータまたはラップトップコンピュータなどの標準的なオペレーティングシステムを実行す
る多数の汎用パーソナルコンピュータ、ならびにモバイルソフトウェアを実行するセルラ
装置、無線装置および携帯式装置のいずれかを含むことができ、多数のネットワークおよ
びメッセージングプロトコルをサポートすることができる。そのようなシステムはまた、
さまざまな市販のオペレーティングシステムのいずれかを実行する多数のワークステーシ
ョン、並びに開発およびデータベース管理の目的に使用される他の既知のアプリケーショ
ンを含むことができる。これらの装置はまた、ネットワークを介して通信することができ
る他の電子装置、例えば、ダミー端末、シンクライアント、ゲームシステムおよび他の装
置などを含むことができる。
【００８４】
　また、さまざまな態様は、少なくとも１つのサービスまたはウェブサービスの一部とし
て、例えば、サービス指向アーキテクチャの一部として実装されてもよい。ウェブサービ
スなどのサービスは、適切な種類のメッセージング、例えば拡張マークアップ言語（ＸＭ
Ｌ）形式のメッセージを用いて情報を通信し、簡易オブジェクトアクセスプロトコル（Si
mple Object Access Protocol：ＳＯＡＰ）などの適切なプロトコルを用いて情報を交換
することができる。このようなサービスによって提供されまたは実行されるプロセスは、
ウェブサービス記述言語（ＷＳＤＬ）などの適切な言語で記述することができる。ＷＳＤ
Ｌなどの言語を使用することによって、さまざまなＳＯＡＰフレームワークでクライアン
ト側コードの自動生成などの機能を実現することができる。
【００８５】
　殆どの実施形態は、ＴＣＰ／ＩＰ、ＯＳＩ、ＦＴＰ、ＵＰｎＰ、ＮＦＳおよびＣＩＦＳ
などのさまざまな市販のプロトコルのいずれかを用いて通信をサポートするために、当業
者に熟知である少なくとも１つのネットワークを利用する。ネットワークは、例えば、ロ
ーカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、仮想プライベートネットワーク
、インターネット、イントラネット、エクストラネット、公衆交換電話網、赤外線ネット
ワーク、無線ネットワーク、およびそれらの任意の組み合わせを含むことができる。
【００８６】
　ウェブサーバを利用する実施形態において、ウェブサーバは、ＨＴＴＰサーバ、ＦＴＰ
サーバ、ＣＧＩサーバ、データサーバ、Ｊａｖａ（登録商標）サーバおよびビジネスマッ
プサーバを含むさまざまなサーバまたは中間層アプリケーションのいずれかを実行するこ
とができる。また、サーバは、ユーザ装置からの要求に応答してプログラムまたはスクリ
プトを実行することができる。例えば、サーバは、Ｊａｖａ（登録商標）言語、Ｃ言語、
Ｃ＃言語、Ｃ＋＋言語など任意のプログラミング言語、Perl、Python、ＴＣＬなどの任意
のスクリプト言語、またはそれらの組み合わせで書かれた１つ以上のスクリプトまたはプ
ログラムとして実装され得る１つ以上のウェブアプリケーションを実行することができる
。さらに、サーバは、Oracle（登録商標）、Microsoft（登録商標）、Sybase（登録商標
）およびＩＢＭ（登録商標）から市販されているものを含むがこれらに限定されないデー
タベースサーバを含んでもよい。
【００８７】
　上述したように、環境は、さまざまなデータストア、他のメモリおよび記憶媒体を含む
ことができる。これらは、さまざまな場所に、１つ以上のコンピュータに属する（および
／または常駐する）記憶媒体もしくはネットワークを介して一部または全部のコンピュー
タから離れた記憶媒体に常駐することができる。特定の一組の実施形態において、情報は
、当業者に熟知である記憶域ネットワーク（「ＳＡＮ」）に保存されてもよい。同様に、
コンピュータ、サーバ、または他のネットワーク装置の機能を実行するために必要なファ
イルは、必要に応じて、ローカルにおよび／またはリモートに格納されてもよい。システ
ムがコンピュータ化装置を含む場合、各コンピュータ化装置は、バスを介して電気的に接
続されるハードウェア素子、例えば、少なくとも１つの中央処理装置（ＣＰＵ）、少なく
とも１つの入力装置（例えば、マウス、キーボード、コントローラ、タッチスクリーン、
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またはキーパッド）、および少なくとも１つの出力装置（例えば、ディスプレイ装置、プ
リンタ、またはスピーカ）を含むことができる。そのようなシステムはまた、１つ以上の
記憶装置、例えば、ディスクドライブ、光記憶装置、およびランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）または読出専用メモリ（ＲＯＭ）などの固体記憶装置、取り外し可能な媒体装置、
メモリカード、フラッシュカードなどを含むことができる。
【００８８】
　前述したように、そのような装置はまた、コンピュータ読取可能な記憶媒体リーダ、通
信装置（例えば、モデム、（無線または有線）ネットワークカード、赤外線通信装置など
）、および作業メモリを含むことができる。コンピュータ読取可能な記憶媒体リーダは、
リモート、ローカル、固定のおよび／または取り外し可能な記憶装置を表すコンピュータ
読取可能な記憶媒体、およびコンピュータ読取可能な情報を一時的および／または永久的
に格納する、記憶する、送信するおよび検索するための記憶媒体に接続されることができ
、またはそれらからの情報を受信するように構成されることができる。システムおよびさ
まざまな装置は、一般的に、オペレーティングシステムおよびアプリケーションプログラ
ムを含む少なくとも１つの作業メモリ装置内に配置された多数のソフトウェアアプリケー
ション、モジュール、サービスまたは他の要素、例えばクライアントアプリケーションま
たはウェブブラウザを含む。なお、代替の実施形態は、上述したものと異なる多くの変形
を有してもよい。例えば、特製ハードウェアを使用してもよく、および／または特定の要
素をハードウェア、ソフトウェア（アプレットなどのポータブルソフトウェアを含む）、
またはその両方に実装してもよい。さらに、ネットワーク入力／出力装置のような他のコ
ンピューティング装置を接続することもできる。
【００８９】
　コードまたはコードの一部を格納するための記憶媒体およびコンピュータ読取可能な媒
体は、コンピュータ読取可能な命令、データ構造、プログラムモジュールまたは他のデー
タなどの情報の記憶および／または伝送のために任意の方法または技術で実装された揮発
性および不揮発性媒体、取外し可能および取外し不可能媒体に限定されない記憶媒体およ
び通信媒体を含む当技術分野で知られているまたは使用されている任意の適切な媒体を含
むことができる。媒体の例として、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリま
たは他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、他の光記憶装
置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶装置、または
所望の情報を記憶するために使用することができ、システム装置によってアクセスするこ
とができる他の媒体を含むことができる。本明細書で提供された開示および教示に基づい
て、当業者は、さまざまな実施形態を実装するための他の方法および／または方法を認識
するであろう。
【００９０】
　したがって、明細書および図面は、限定的ではなく例示的なものと見なされるべきであ
る。しかしながら、特許請求の範囲に記載された本開示の幅広い精神および範囲から逸脱
することなく、さまざまな修正および変更がなされ得ることは明らかであろう。
【００９１】
　本発明の技術の説明は、当業者が本明細書に記載のさまざまな実施形態を実施できるよ
うに提供される。さまざまな図面および実施形態を参照して、本発明の技術を具体的に説
明したが、これらの説明は、例示の目的のみであり、本発明の技術の範囲を限定するもの
として解釈されるべきではない。
【００９２】
　多くの他の方法を用いて、本発明の技術を実施することができる。本発明の技術の範囲
から逸脱することなく、本明細書に記載されたさまざまな機能および要素を図示のものと
異なるように区分してもよい。これらの実施形態に対するさまざまな変更は、当業者にと
って明白且つ容易であり、本明細書に定義された一般的な原理は、他の実施形態に適用す
ることができる。したがって、当業者であれば、本発明の技術の範囲から逸脱することな
く、本発明の技術に多くの変更および修正を加えることができる。
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【００９３】
　単数形で要素を言及する場合、特に明記しない限り、「１つのみ」を意味するのではな
く、むしろ「１つ以上」を意味することを意図している。「いくつか」という用語は、１
つ以上を意味する。下線および／または斜体の見出しおよび副見出しは、便宜のために使
用され、本発明の技術を限定するものではなく、本発明の技術に関する解釈に参照されな
い。当業者に知られているまたは後から知られる、本開示に記載されたさまざまな実施形
態の要素に対する全ての構造的等価物および機能的等価物は、参照により本明細書に明確
に組み込まれ、本発明の技術に包含されることを意図する。さらに、本明細書に開示され
たものは、上記の説明に明示的に言及されているのにもかかわらず、公衆に捧げるもので
はない。

【図１】 【図２】
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【図４Ｂ】 【図５】



(24) JP 6738801 B2 2020.8.12

【図６】 【図７】

【図８】
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